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（１）実施機関別保有個人情報の開示の実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

個人情報
保護制度　

審査会
開催回数

実施機関からの諮問等の状況
諮　問 処　理

平成１７年度からの
繰越し件数

平成１８年度中の
諮問件数

答申 諮問の取下げ
平成１９年度へ
繰越し

１０回 １ ２ ３ ０ ０

情報公開・個人情報保護
審査会の開催状況　

（単位：件）

＊教育委員会、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

以下の表は、平成１８年度における伊豆の国市の
情報公開制度、個人情報保護制度、情報公開・個人
情報保護審査会の開催状況を集計したものです。

公文書の開示または市が保有する市民の皆さんの個
人情報（請求者本人の情報に限る）の開示等を請求し
たい人は、総務課までお問い合わせください｡

公表し
ます！

問合せ 総務課　電話０５５‐９４８‐１４１１

聞かせてください、皆さんの声

市 政 懇 談 会

開示等請求に対する市の処分（不開示決定や部分開示決定等）に不
満がある場合に不服申立てができます。情報公開・個人情報保護審
査会とは、この不服申立てに対して慎重かつ公正な救済手続きがで
きるよう学識経験者５人で構成する市長の諮問

し もん

機関です。

市長が各地区を訪れて市政を報告するととも
に、市民の皆さんとひざを交えて率直なご意見
を伺う懇談会です。
また今回は、今年度からスタートした『伊豆の

国市総合計画』における主要事業についても説明
させていただく予定です。

時　間 １９：００～２０：３０
テーマ 『伊豆の国市総合計画』における

主要事業について
内　容 市長の市政報告（約３０分）

主要事業の説明（約１５分）

懇談会（約４０分）

日（曜日） 会　　場 対　象　地　区

４（水） 江間防災センター 町屋、大北、千代田、長塚

５（木） 江間防災センター 谷戸、仲之台、鳥打、珍野

１１（水） 古奈公民館 古奈、墹之上

１２（木） 長岡区民館 長岡、花坂

１７（火） 天野公民館 天野、富士見

１９（木） 小坂公民館 小坂、長瀬、戸沢

２０（金） 韮山農村環境改善センター 金谷、山木、土手和田

２３（月） 原木公民館 多田、長崎、原木

２５（水） 韮山生涯学習センター 奈古谷、大仙、エメラルド

２７（金） 四日町公民館 四日町、寺家

日（曜日） 会　　場 対　象　地　区

６（月） 南条区民ホール 中条、南条

８（水） 中区公民館 中、内中、立花台、高原

１０（金） 大仁公民館 大仁

１６（木） 中島防災センター 吉田、中島、神島

１７（金） 三福公民館 三福

２０（月） 田京公民館 田京

２２（水） 守木公民館 御門、白山堂、守木、宗光寺、立花、星和

２７（月） 田原野公民館 田中山、下畑、浮橋、田原野、長者原

77月月

8月

問合せ 企画課　電話０５５‐９４８‐１４１３

どなたでもご参加いただけます。 お誘い合わせて、気軽にお越しください。

7月

実施機関
請求
件数

請求
取下げ

処　理　の　状　況

全部開示 部分開示 不開示 存否応答拒否 文書不存在 却下
市　　長 ４ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ０

教育委員会ほか＊ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
小　　計 ４ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ０

不服申立て

取下げ

処　理　の　状　況

平成１７年度から
の繰越件数

平成１８年度中の
不服申立て件数

決　　定 平成１９年度へ
継続却下 棄却 一部認容 認容

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

『個人情報保護制度』は、市が保有する個人情報の開示、
訂正や利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、
個人の権利利益を保護するための制度です。

（２）利用停止請求及び訂正請求はありませんでした。
（３）不服申立ての状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

（１）実施機関別公文書の開示の実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

情報公開制度
（公文書開示）

＊選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

実施機関
請求
件数

請求
取下げ

処　理　の　状　況

全部開示 部分開示 不開示 存否応答拒否 文書不存在 却下
市　　長 ５２ ３ ２４ １９ ２ ０ ４ ０
教育委員会 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０
議　　会 ２ ０ ０ １ １ ０ ０ ０

選挙管理委員会ほか＊ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
小　　計 ５６ ３ ２６ ２０ ３ ０ ４ ０

不服申立て

取下げ

処　理　の　状　況

平成１７年度から
の繰越件数

平成１８年度中の
不服申立て件数

決　　定 平成１９年度へ
継続却下 棄却 一部認容 認容

３ ２ ２ １ １ ０ １ ０

『情報公開制度』は、市民の皆さんと市政を作り上げて
いくにあたって、市政に対する理解と信頼を深めるために、
市の諸活動に関する情報を公開する制度です。

（２）不服申立ての状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）


